
所 在 地 交 番      可児警察署 HP 

令和５年１月号  0574-61-0110 

 

交番では今年も安全・安心な街づくりを目指し、総力を挙げて諸活動を推進して参ります。 

みなさんのご協力をお願いします。 

 

１１０番する時は  ～住民の皆さんへのお願い～ 

① 現場からの速やかな通報 →   早期事件解決 

  事件や事故が起こった時は、その場で速やかに１１０番通報してください。 

② 目標物等の場所特定   →   速やかな現場急行 

  周りを確認し、近くのスーパーやコンビニなどのお店や交差点の名前等、目標となるもの

を警察官に教えて下さい。 

③ 犯人検挙に向けて    →   情報が決めて 

  犯人を目撃した場合は、「逃走方向、手段、車の塗色、型、ナンバー等」犯人を特定できる 

情報を提供してください。 

※ 緊急性のない通報（要望・相談・苦情・各種照会）は、 

 ＃９１１０又は可児警察署（０５７４－６１－０１１０）までご連絡下さい！ 

～ニセ電話詐欺（振り込め詐欺）に注意！！～ 

岐阜県内では、毎日のようにニセ電話詐欺（振り込め詐欺）の前兆電話を認知しています。 

手口を知っていてもだまされる人がいます。その理由としては、「私は被害にあわないから大

丈夫」と思っていたようです。もはや他人事ではありません。 

不審な電話があった時は、一人で判断せず、直接警察署や家族に連絡をして、確実に確認をし

ましょう。 

留守番電話を活用することも、効果的です。 

～県下で死亡事故増加！～ 

 岐阜県内（令和４年１１月末時点）では、歩行中、自転車乗車中に事故に遭い亡くなられた方

が３０名（前年比＋７名）となっています。 

ドライバーは       ・ 道路にいる自転車や歩行者に十分注意して運転しましょう 
             ・ 前方をしっかり見て、安全な速度で走りましょう 

自転車利用者・歩行者は ・ 道路を横断するときは左右の安全をしっかりと確認しましょう 

・ 夜間外出する際は反射材を身につけ、目立つ姿をしましょう 

   マナーを守って交通事故を防止しよう！！ 

１月１０日は「１１０番の日」 

～いち早く・いそがず慌てず・冷静に～ 

  


